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◆「ユニコーン」計画
　米国で核爆発実験再開のためと思わ
れるさらなる動きが見えてきた。２００３年８
月２２日、米エネルギー省（ＤＯＥ）の国家
核安全保障局（ＮＮＳＡ）は、２００４年に新し
い形の未臨界実験を実施する計画を明
らかにした。ＮＮＳＡの発表によれば、「ユ
ニコーン」と名づけられたこの未臨界実
験は、これまでに実施された未臨界実験
とは異なり、１９９７年の核実験モラトリアム
開始以前に行なわれていた地下核爆発
実験と同じ、竪穴配置での実験になると

いう（６ページ、資料１参照）。
　これまで本誌がたびたび紹介してき
たように、２００１年１２月（一説には２００２年１
月）に米国防総省（ＤＯＤ）が議会に提出
した「核態勢見直し（ＮＰＲ）」は、地下核
爆発実験再開の必要性を強く示唆して
いる。その根拠として、ＮＰＲは、①米国が
現在保有している備蓄核兵器の信頼性
と安全性を、地下核爆発実験なしに維
持することが非常に困難になっている、
②冷戦時代に開発された現在の核兵器

核実験再開へさらに一歩

６ページ中段へつづく��

ニュージーランド
防衛政策から何を
学ぶか　

４～５ページ

　湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争
などで横須賀の米軍艦が、トマホーク発
射艦として「活躍」してきたことは、よく知
られている。しかし、そのミサイルがどこ
で搭載されているのかに関しては謎で
あった。今回、その確証が得られた。横
須賀を母港としていた駆逐艦ファイフの
海軍公文書を分析することによって明ら
かになった。ファイフは１９８８年８月から１９
９８年まで約１０年間横須賀を母港にして
いたが、その間に湾岸戦争で最多のト
マホークを発射した艦として、米海軍に
記録されている。
　ピースデポは、１９９１年から１９９７年まで
のファイフの司令官年次報告と節目の

すべて横須賀で行われた！

時期の航海日誌を入手し、その分析を
進めてきた。司令官日誌に弾薬の移動
記録が含まれており、それを手がかりにト
マホークの授受の数と場所のほぼ全貌

が明らかになった。

基礎情報

　ピースデポは９月１２日、横須賀で記者会見をし、米海軍の巡航ミサイル・トマホークの母港艦への積み
込み、積み降ろしが、すべて横須賀基地で行われていることを初めて明らかにした。駆逐艦ファイフの場
合、母港期間中の７０ヶ月に積み込み・降ろしされたトマホークの個数は５９５発であった。１ヶ月平均約９発、
年間約１００発となる。横須賀を母港とする６隻のトマホーク発射艦が、これと同様な割合でトマホークを扱
うとすると、横須賀では年間１０００発近いトマホークが、積み込み・降ろしされる計算となる。北朝鮮のミサ
イル開発の懸念が議論されているときに、北朝鮮に届くミサイルが大量に横須賀で取り扱われているこ
とは、国内外に重要な意味をもつ。

母港軍艦へ巡航ミサイル・トマホークの積み込み・積み降ろし

米駆逐艦ファイフ公文書から判明

米、新型未臨界核実験を計画
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　米海軍駆逐艦ファイフ（ＤＤ９９１）は、初
めて横須賀を母港にしたトマホーク発射
能力艦２隻の中の１隻である。トマホーク
の垂直発射システム（ＶＬＳ）Ｍｋ４１が装備
されている。Ｍｋ４１は垂直発射管８本を
単位としたモジュールで構成され、モ
ジュール８個が並んでＭｋ４１となる。これ
に最大６１発の巡航ミサイル・トマホーク
ないし対潜ミサイル・アスロック（ＶＬＡ）が
装着される。何発がトマホークに当てら
れているかは不明である。
　ファイフは、１９９１年１月１７日、湾岸戦争
の初日からトマホーク攻撃に参加した。
米海軍は総数２８８発のトマホークを湾岸
戦争で発射したが、ファイフは最多の６０
発を発射したと記録されている。２位は
ポール・フォスターの４０発である。
　巡航ミサイル・トマホークには、主要に
は表１に掲げたような４種類がある。核ト
マホークは、９１年９月、ブッシュ・イニシャ
ティブによって軍艦から撤去された。

資料の概要

　ピースデポでは、ファイフの１９９１年か
ら１９９７年の７年分の「司令官年次報告
（!����"��#�$���%）」（以下、単に「年次報
告」）と必要と思われる期間の航海日誌
（&��'��� ）を、米情報公開制度を活用し
て入手してきた。
　今回の調査では、ファイフの年次報告
に珍しく「弾薬の移動」に関する記録が
添付されていた。入手資料には９１年の
弾薬記録の1ページ目と９５年のすべて
が欠落していたが、その他のすべての
年の計７０ヶ月にわたる「弾薬の移動」記
録が明らかになった。梅林を中心とする
１０年以上になる同種の調査の中で、こ
のような資料の入手は初めてである。
　「弾薬の移動」記録には、日付（登録
日）、名称、海軍弾薬兵站記号
（(�)����*"����"��� �$����!���+(�!）、
処理、量が記載されている。名称の中に
は、手榴弾、近接防空機関砲（ＣＩＷＳ）、照
明弾、シースパロー、魚雷、マーカー（信
号弾）、弾頭信管、ソノブイ、発煙弾、ハ
プーン、チャフ（電波妨害弾）、アスロック
など多種類の弾薬にまざって、トマホー
クが含まれている。処理の欄には、受領、
移転、消費などの記載がある。９６年と９７
年の弾薬移動記録の名称欄にはトマ
ホークの種類も明記されている。それに
よると、積み降ろしされているトマホーク
は、すべて表１のＴＬＡＭ-ＣとＴＬＡＭ-Ｄ

モデル 種類 射程

ＢＧＭ-１０９Ａ ＴＬＡＭ（Ｎ） 対地攻撃トマホーク（核弾頭） ２２００ｋｍ

ＢＧＭ-１０９Ｂ ＴＡＳＭ 対地攻撃トマホーク（通常弾頭） ５００ｋｍ

ＢＧＭ-１０９Ｃ ＴＬＡＭ‐Ｃ 対地攻撃トマホーク（通常弾頭） １３５０ｋｍ

ＢＧＭ-１０９Ｄ ＴＬＡＭ‐Ｄ 対地攻撃トマホーク（分配型通常弾頭）１３５０ｋｍ

洋上艦発射の場合はＲＧＭ-１０９、潜水艦発射の場合はＵＧＭ-１０９と記されることがある。
出典：米海軍

表１：巡航ミサイル・トマホークの主な種類

登録日 受領 移転 場所※ 実施日 アスロック

９１．？．？ ２３？ ジェベル・アリ（ＵＡＥ）
駆逐艦母艦アカディア

９１． ３． ４

９１． ４．２５  ７ 横須賀

９１． ５．２２ １７ 横須賀

９１． ７．３０ ２０ 横須賀投錨地 ９１． ７．２４

９１．１１．２３ １４  ４ 横須賀ﾊｰﾊﾞｰﾏｽﾀｰﾋﾟｱ ９１．１１．２２　

９２． １．１６  １  ４ 横須賀バース＃１０＊

９２． ３．２０ １０ スービック湾(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)＊ ９２． ３．１７

９２． ４．１５ １９ 横須賀ﾊｰﾊﾞｰﾏｽﾀｰﾋﾟｱ＊ ９２．４．１３(？)-１４＊

９２． ４．１６  １  １ 横須賀ﾊｰﾊﾞｰﾏｽﾀｰﾋﾟｱ＊ ９２．４．１４＊

９２．１０．２５ ３０ 横須賀

９２．１１． ４ ２６ 横須賀 ９２．１１． ３

９３． ３．１０ ４７ 東京湾 ９３． ２．２２

９３． ９．２９ ３４ 横須賀Ａ-１２投錨地＊ ９３． ９．２８

９４． ４． ８ ４０ 横須賀Ａ-１２投錨地＊ ９４． ４． ６ 受領４

９４． ７．１９  ５ 横須賀 移転３

９４． ８．１７  ２ 横須賀

９４．１０．１４  １ 横須賀

９４．１１．２３  １ 横須賀

 ９５年の司令官年次報告に��*"����"����"$�����"�#�$���%が欠落

９６． ４．２９ １５ ２０ 横須賀

９６． ５．２２  ４ Ａ-１２投錨地 ９６． ５．２２

９６． ７．２３ ５８ Ａ-１２投錨地 ９６． ７．２２-２３ 移転１

９６． ９．２３ ６０ Ａ-１２投錨地 ９６． ９．２３ 受領１

９７． １．２４  ８  ９ 横須賀

９７． ２．１１  １ 横須賀

９７． ６．１１  ９ 横須賀

９７． ７．２４ ６０ 横須賀投錨地 ９７． ７．２１ 移転１

９７．１０． ５ ５６ 横須賀

９７．１０．３１ １０ １０ 横須賀 受領１

９７．１２． ９ １

表２：駆逐艦ファイフのトマホーク移動表

※場所：司令官年次報告に記されているファイフの位置。
＊：航海日誌の記載あり
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トマホーク発射艦（６隻） 垂直発射管の数（本） トマホーク以外

カウペンスＣＧ６３ １２２（６１×２） アスロック（ＶＬＡ）
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾐｻｲﾙ(ＳＭ-２)

オブライアンＤＤ９７５ ６１（６１×１） アスロック（ＶＬＡ）

カーチス・ウィルバーＤＤＧ５４ ９０（６１＋２９） アスロック（ＶＬＡ）
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾐｻｲﾙ(ＳＭ-２)

ジョン・S・マッケインＤＤＧ５６ ９０（６１＋２９） アスロック（ＶＬＡ）
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾐｻｲﾙ(ＳＭ-２)

カッシングＤＤ９８５ ６１（６１×１） アスロック（ＶＬＡ）

チャンセラーズビルＣＧ６２ １２２（６１×２） アスロック（ＶＬＡ）
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾐｻｲﾙ(ＳＭ-２)

合計 ５４６

表３：横須賀に配備されているトマホーク発射艦（２００３年９月現在）のいずれかであった。
　弾薬移動記録から、登録日と受領、あ
るいは移転されたトマホークの数を表に
したものが、表２の「駆逐艦ファイフのトマ
ホーク移動表」である。

統計

　このような７０ヶ月のデータから、この間
に横須賀で積み下ろしされたトマホーク
の延べ個数は５９５発である。１ヶ月平均
約９発、年間約１００発のトマホークの積み
下ろしが行われている計算になる。
　また、軍艦ごとにトマホーク任務の強
弱があるはずであるが、仮に表３に掲げ
た横須賀を母港とする６隻のトマホーク
発射艦が、ファイフと同様な割合でトマ
ホークの積み下ろしを行うとすると、横須
賀では平均して年間９１３発、実に１０００発
近いトマホークが積み降ろしされている
計算になる。
　横須賀はまさにトマホーク・ミサイル基
地である。整備用のミサイルを考えると、
横須賀の浦郷弾薬庫に相当数のトマ
ホークが貯蔵されていることは間違いな
い。

作業場所

　司令官年次報告で、日付が分かると
ファイフの居場所が分かる。また、必ず漏
れずに記載されているわけではないが、
年次報告には横須賀沖合いの投錨地
（Ａ１２）で弾薬の積み下ろしをしたという
記載もしばしばある。このようにして、弾
薬移動記録の日付にファイフがどこにい
たか、その場所を調査し記したのが、表
２の場所欄の記載である。ジュベル・アリ
（湾岸戦争からの帰途）とスービック（基地
閉鎖に伴う引越し）の例外を除いて、すべ
てが横須賀で行われている。これは予
想を超えた重要な発見であった。
　横須賀のどこかということに関しては、
航海日誌はさらに詳細な弾薬の積み下
ろしの記録を示していることがあった。
たとえば、１９９４年４月６日の航海日誌は、
ハーバーマスター・ピアから投錨地Ａ１２
に出向いて弾薬の積み込みをした状況
が詳細に記されている。４月６日に作業さ
れたものが弾薬移動記録では４月８日に
登録されている。このように航海日誌で
情報が得られたものは、表２に＊印をつけ
た。
　場所に関しては、さらに興味深い発見

があった。各紙報道によると、横須賀市
民グループの鈴木茂樹さんが、１９９１年１
１月２２日に浦郷弾薬庫から白いキャニス
ターが運ばれハーバーマスター・ピアで
ファイフに積み込まれた場面を写真にお
さめた。弾薬移動記録には、１１月２３日に
トマホーク１４発が積み込まれ、４発が降
ろされたことが登録されている。写真の
中身がトマホークであったことが、初め
て確認されたことになる。当日、アスロッ
クの移動は記録されていない。
　今回の調査で確認できた積み込みの
場所は、投錨地Ａ１２、ハーバーマスター・
ピア、第１０号バースの三箇所である。ま
た状況から見て、ミサイルはバージ（台
船）を介して、浦郷弾薬庫とファイフの間
でやり取りをしていることも間違いない。

事故の記録

　１９９２年４月１４日の航海日誌は、午前９
時１０分にハーバーマスター・ピアで次の
ようなトマホーク移動中の事故を記載し
ている。
　「トマホークＴＬＡＭ－Ｄの入ったモ
ジュール１、セル６の緩んだ命綱を結び
直している途中に、２４ボルト電源が入っ
ていなかったので、キャにスターが水浸
しになった。横須賀基地武器部との連絡
で、だめになったキャニスターは今日中
に除去して、トマホークＴＬＡＭ－Ｃと交換
することになった。海軍弾薬係の調査が
始まった。」
　この記載は、弾薬移動記録の４月１５日
に登録されている作業に相当し、交換さ
れたトマホークは４月１６日の移転１、受領
１にピッタリ一致する。これによっても、
ハーバーマスター・ピアでのトマホークの
積み下ろしの事実と、交換用のトマホー

クが横須賀（浦郷）に存在することを確認
することが出来る。

核トマホーク

　ブッシュ・イニシャチブが完了する（完
了宣言は９２年７月）までの期間、ファイフが
核トマホークを搭載していた可能性は否
定できない。事実、９１年の司令官年次報
告のみ、ファイフが核能力を持っていた
ことを示している。つまり、次の記録があ
る。それ以後には同種の記載はない。

●９１年８月５日に韓国鎮海に着き、９日
までファイフは９０２４核兵器訓練を
行った。
●９１年１０月１９日に韓国鎮海に着き、
ファイフは極めて成功裡に核兵器技
術練度検査（ＮＴＰＩ）を行い２０日に終
了して優秀な総合点を得た。

　９０２４核兵器訓練の中身は不明である
が、ＮＴＰＩはよく知られた核能力検定試
験で、米艦船が核能力を維持するため
に定期的に義務付けられていた。
　しかし、今回得られた９１年、９２年の弾
薬移動記録からは、核トマホークに関す
る情報を得ることはできなかった。

トマホーク専用艦

　前述したようにファイフの６１本の垂直
発射システムに装着されるミサイルはト
マホークかアスロックのみである。ところ
が入手されたデータによると、アスロック
の授受は極めて少ない。７０ヶ月の記録
で１１発の積み降ろしがあるだけである。
それに反して、トマホークは一時に６０発
積み込まれたり、降ろされたりした記録
がある。
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対外攻撃能力を廃止し、専守防衛にシフト
軍事力によらない安全保障へ

　　　　　ニニニニニュュュュューーーーージジジジジーーーーーララララランンンンンドドドドドののののの挑挑挑挑挑戦戦戦戦戦

１９９９年の政権交代を契機に、ニュージーランドはジェット戦闘機を廃止し、老朽化
したフリゲート艦を更新しないことを決めた。さらに、専守防衛と地域安全保障への
関与、国連中心の国際貢献を前面に打ち出した新しい防衛基本政策を策定、軍
事力の包括的な再構築に乗り出している。ピースデポでは、１０月１１日、この政策
転換の立役者であった前国防副長官ディック･ジェントルズ氏を招き、東京で公開
セミナーを開く。多くの読者皆さんの参加を期待している。

冷戦下の核艦船拒否と
対米防衛協力の凍結

　ＡＮＺＵＳ（オーストラリア・ニュージーラン
ド・米国の三国軍事同盟）の一員としてベ
トナムに戦闘部隊を派遣したのを最後
に、ニュージーランド国防軍は純軍事的
役割を低下させ、むしろ外交的ツールと

しての地位を拡大していった。しかし、１９
７２年の徴兵制廃止を除いては、防衛を
めぐるめだった政策変更はなかった。
　激変は、１９８４年に発生した。この年に
誕生した労働党政権が、同年７月、
ニュージーランドの港と領海から原子力
推進艦と核搭載艦を排除する「非核法」
を成立させたのである。法成立から６ヶ

月後の８５年２月に計画された米艦ブ
キャナンの入港は、この法律がどのよう
に運用されるかを占う試金石であった。
ブキャナンは原子力推進艦ではないが、
核兵器を搭載能力を持っていたからで
ある。米国は核搭載を「肯定も否定もしな
い」という伝統的姿勢をとったが、ニュー
ジーランド政府は、同艦が「核兵器を搭

■序文（略）
■戦略的背景（略）
■ニュージーランドの安全保障上の権益
（略）
■国防へのアプローチにおける主な問題点
　（略）

■防衛政策の目標
１９．政府はニュージーランドの防衛政策の目
　標として次の５つを設定した：
・ニュージーランドを防衛し、国民、国土、
領海、排他的経済水域（ＥＥＺ）、天然資
源および死活的なインフラストラク
チャーを守る。
・共通の利益を追求する中での緊密な
軍事的連携を通して、オーストラリアとの
同盟上の義務を履行する。
・南太平洋の安全の維持を援助し、太平
洋の近隣諸国を援助する。
・アジア太平洋地域の安全の維持のた
めに適切な役割を果たす。ここには５カ
国防衛協定加盟国としての同盟上の義
務の履行を含む。
・あらゆる領域にわたる国連及び適切な
多国的平和支援活動へのの参加によっ
て、世界の安全保障と平和維持に貢献
する。

■国防軍の役割と任務

【本国及び近隣地域において】
２０．ニュージーランド国内及び周辺地域にお
いて、ニュージーランド国防軍は次の任務
を遂行する：
・ＥＥＺと領海の保全を保証する。
・南大洋（,�*�-��"�.���")と南極のロス
属領におけるわが国の権益を保護する。
・テロリズム及び破壊活動による脅威に
対抗する。
・緊急事態における民間防衛を支援す
る。
・職業訓練の機会と経験を提供すること
によって、政府の社会的、経済的優先課
題に貢献する。

【オーストラリアとの関係において】
２１．国防軍はオーストラリア国防軍との共同
作戦によって領土の保全と地域の平和と
安定に貢献する。

【南太平洋において】
２２．南太平洋において、国防軍は次の任務を
遂行する。
・クック諸島、ニウエ及びトケラウを防衛
するというわが国の憲法上の責任を履
行する。
・南太平洋の平和と安全に貢献する。
・捜索、救難、医療支援のための国際的
義務を履行する。
・軍事援助及びＯＤＡ供与を含めた、相
互援助プログラム（/*�*���$$�$��"��

0�� ������ＭＡＰ）と我が国の関係を強化
する。
・太平洋の島嶼諸国の監視活動を支援
する。
・内乱時にニュージーランド国民を保護

し、避難を支援する。
・自然災害及び人道崩壊後の復興を支
援する。

【アジア太平洋地域において】
２３．アジア太平洋地域において、国防軍は、
・５カ国防衛協定の活動への参加を継続
する。
・シンガポール、マレーシア、タイ及びフィ
リピンとの既存の二国間協力取極めを
拡大する。
・東アジアの他の諸国とのより広範な防
衛対話を展開する。

２４．東アジアにおけるニュージーランドの安
全保障政策にはＡＰＥＣ及びＡＲＦのような
重要な地域対話への参加、地域的人権保
護イニシャティブへの取り組み、及び必要
でかつ可能な場合における調停と平和支
援活動が含まれる。

【世界において】
２５．ニュージーランドは国際的な平和と安全
保障のための国連憲章上の義務を果た
す。国防軍は、国連及び他の多国的平和
支援活動及び人道支援活動に貢献する。
これら活動の複雑さと危険性には妥当な
配慮を払う。政府は、国連が恒常的な軍事
能力を持つことを支持する。

■国防軍の再編成
２６．政府の防衛政策の目標に応えるために、
国防軍は現実的に入手可能な、適切な範
囲の能力を提供できなければならない。

２７．優先されるのは、適切な水準の戦闘能力
と即応体制を維持するように訓練され、装
備された部隊への投資である。利用可能

資料

政府の防衛政策の枠組み政府の防衛政策の枠組み政府の防衛政策の枠組み政府の防衛政策の枠組み政府の防衛政策の枠組み
（（（（（抜抜抜抜抜粋粋粋粋粋）））））

ニュージーランド国防省　２０００年６月
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載していない確証が得られない」ことを
理由に入港を拒否した。これに対して、
米国は、ＡＮＺＵＳ同盟の下でのニュー
ジーランドに対する安全保障義務を凍
結した。この同盟凍結は、ニュージーラン
ド国防軍に大きな打撃を与えた。軍は本
来米国と非常に親しかったし、演習その
他の共同活動を通して技量を向上させ
てきたからである。
　この事件を契機に冷え切っていた米
国との関係も、冷戦終結後には徐 に々回
復され、今ではニュージーランド軍は米
軍とともにアフガニスタンで戦うまでにい
たっている。しかし共同演習の凍結は解
除されていない。

９９年労働党政権の登場と
防衛政策の転換

　新世紀の扉が開いた今、ニュージー
ランドは防衛政策の舵を大きく切ろうとし
ている。この直接の契機は、１９９９年に保
守の国民党にかわる労働党－連合党連
立政権（以下「労働党政権」と略す）の登場

であった。
　国民党政権は、均衡のとれた軍事力
の維持を強調し、同盟型の集団安全保
障作戦にプライオリティをおいていた。こ
れに対して１９９９年の労働党政権は防衛
政策の力点を鋭く変化させた。すなわ
ち、海外における軍事的関与のあり方の
再検討に着手したのである。新政権の
防衛政策のプライオリティはニュージー
ランド国土の防衛、オーストラリアとの同
盟関係、南太平洋諸国への支援、五カ
国防衛取極（英・豪・ニュージーランド・シン
ガポール・マレーシア）を含むアジア太平
洋の安全保障に「適切な役割を果たす」
こと、そして世界各地における国連平和
維持・支援活動に置かれた。
　この基本的政策スタンスは、国民党政
権の下で進められていた空軍と海軍の
装備更新計画のキャンセルという形で
ただちに実行に移された。それは一言で
言えば、海軍と空軍の外国に対する攻
撃能力を廃止し、軍構成全体を「専守防
衛」へと転換するものであった。

戦闘機の廃止

　１９９９年の総選挙当時、空軍では、老
朽化したダグラス社のＡ-４Ｋスカイホー
ク戦闘機を、ジェネラルダイナミクス社の
Ｆ-１６ファルコンに更新する準備が進め
られていた。このＦ-１６は元 １々９８８年にパ
キスタンによって発注されたものだった
が、同国の核保有に対して米国がとった
武器禁輸政策の結果、宙にういていた
「商品」だった。したがって価格を含めた
導入の条件はニュージーランドにとって
きわめて有利なものであった。しかし、こ
のＦ－１６購入計画は総選挙後ただちに
キャンセルされた。「不用である」という
のが新政権の評価であった。
　２００1年には、スカイホークがすべて退
役し、ニュージーランド空軍は国外に対
する攻撃能力を失った。

フリゲート艦の更新中止

　総選挙当時、ニュージーランド国防省
の中では、戦闘機の更新とともに、もうひ

な資源は、最も必要とされている部門に集
中的に投入される。これは、戦闘作戦及び
平和維持活動において持続可能で信頼性
が高く、効果的であり、かつ作戦上及び政治
的効果が最大となるように構成された一連
の能力へのシフトを意味する。

２８．三軍は、統合された作戦においてもっとも
効果的に機能する。統合作戦のための軍
構成と全面的な調整のために、現存する
陸・海・空各司令部は、単一の統合作戦司
令部に統合される。

２９．国防軍の再編成のための政府の指導原
則は７つある。国防軍はは次の７つの条件を
満たさなければならない。
・戦闘及び平和維持活動の両方に対応
可能な装備と訓練：政府が期待する任
務を遂行するためには、国防軍は戦闘と
平和維持活動の両方に対応可能な装備
を持ち、訓練を受けなければならない。
・展開能力：部隊を適時に運搬することが
可能か否かは展開能力の鍵を握る。これ
はニュージーランドにとって最大の関心
事である。部隊を、とりわけ遠隔地に展開
し維持することを可能とするためには、柔
軟で適応性の高い航空・海上輸送能力
が必要である。
・他国軍隊とともに活動する能力：オースト
ラリアとの二国間演習、５カ国防衛協定に
おける多国間演習によって、国防軍の相
互運用性を向上させる。
・適切なレベルの即応体制の維持：国防
軍の装備と訓練は即応体制を維持を主
眼とする。
・持続能力：配備は長期にわたり、要因及

び装備の交代が必要になる場合があ
る。国防軍の資源を与えられた任務を
持続可能なように管理することが必要
である。
・最新の技術とドクトリン：国防軍が軍事
作戦における技術などの変化＝いわゆ
る「軍事における革命（1�)��*���"� �"

/������%������$���ＲＭＡ）をたえず取り入
れていくことは、作戦における効率性を
保持するためにきわめて重要である。こ
れらの開発に必要とされる費用は、
ニュージーランドのような小国にとって
相当の負担になる。政府は新技術の積
極的導入によってこの課題に答えること
ができると信じる。しかし、能力はより小さ
い規模で維持するようたえず配慮され
なければならない。
・財政的な持続可能性：政府は、防衛費
の賢明な支出を求める。再編成の努力
は緊急に必要な分野から進めていく。

■国防軍再編成のための優先順位
３０．国防軍の資源がすべての能力分野に薄
く広く投入され、すべてが持続可能とはい
えない現状は憂慮されるべきである。利用
可能な資源にもとづいて、プロジェクトの優
先順位付けをすることが必須である。

３１．投資プログラムは、我 の々防衛政策の目
標に合致し、負担可能で持続可能な分野
の軍事能力に集中される。優先されるの
は、必須な装備の調達と維持管理である。
我 の々核心的要求は、よく装備され、海軍
及び空軍に支援される戦闘訓練を受けた
陸上部隊である。この陸上部隊は平和維

持任務を効果的に遂行することも可能で
ある。

３２．最大のニーズは次のとおりである：
・陸軍の移動能力、通信能力、偵察能力
及び支援火力能力を向上させる。
・効率的な航空・海上輸送能力を提供す
る。
・空軍のニュージーランド及び太平洋島
嶼諸国のＥＥＺにおける効果的な警戒監
視活動能力を維持する。

３３．この優先順位を明示することによって、利
用可能な財源がもっとも必要とされた分野
に投入されることが保証され、国防軍が保
有する能力を集中的に強化する。一夜にし
てすべてが実現されることはない。

■能力見直しの手順とタイミング
３４．見直しは２０００年１１月までに完了し、次の
選択肢を明らかにする：
・よく装備された陸上部隊という革新的要
求を保証する。
・配備及び支援のための効果的な航空・
海上輸送能力を提供する。
・海上における警戒監視能力と捜索、救
助に関する国際的義務を遂行する。

３５．これらの見直しは、政府の他の防衛政策
の目標に対応する能力を特定するため
の、より広範な戦力構成の見直しによって
補完される。これらに基づいて、優先順位
を修正した長期的な装備調達計画が作成
される。

３６．（略）

■その他の問題点（略）
■結論（略）　　　　　　（訳：ピースデポ）
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未臨界実験
「ユニコーン」を計画中
　１９９７年以来、国家核安全保障管理局
（ＮＮＳＡ）は、ネバダ実験場（ＮＴＳ）の備蓄
管理計画の一助として未臨界実験を行
なってきた。これらの実験は、米国の備蓄
核兵器の安全性と信頼性を維持するため
に不可欠なデータを提供し、ＮＴＳと核兵器
研究室における極めて重要な技術の維持
に役立ってきた。また、これらの実験は、１９９
２年より施行されている米国の地下核実験
モラトリアムとなんら矛盾しないものである。

　２００４年内の実施が計画されている未臨
界実験「ユニコーン」は、Ｕ６ｃと呼ばれるＮ
ＴＳ施設の竪穴配置の中で実施される。こ
の実験に向けた実験場の初期準備が進
行中である。この実験は、実験用機材を竪
穴のなかに据え付けるという手法によっ
て、１９９２年のモラトリアム以前に行なわれ
ていた地下核実験でとられた手法と、外
観上は類似したものになる。これまでに実
施されたすべての未臨界実験は、ＮＴＳの
地下９６０フィートに設けられたＵ１ａ施設の
水平トンネルの中で行なわれている。

　未臨界実験「ユニコーン」は、備蓄管理
のための重要な情報を提供することに加
え、Ｕ１ａ施設における実験ではテストする
ことのできない、重要なＮＴＳの能力をテス
トするものである。

とつの検討が進められていた。それは、
海軍の水上戦闘能力に関するものであ
り、具体的にはそれまで一貫して保有し
ていた４隻のフリゲート艦をどうするのか
という課題だった。４隻体制は、フリゲート
艦を常時作戦可能な状態で領海外に配
備するのに必要な最低限のものである。
８０年代後半、国防総省が提案した老朽
艦２隻の更新は、きびしい反対にあったも
ののなんとか議会の承認を得た。しか
し、９８年、国民党政権の下で３隻目の更
新は中止されていた。その結果、労働党
政権発足時点で、すでに現役のフリ
ゲート艦は三隻になっていた。
　労働党政権の決定は、２００５年に、残る
三隻のうちの一隻である「カンタベリー」
が退役した後も、交代艦を導入しないと
いうものであった。結果、２００５年にはフリ
ゲート艦は２隻になる。訓練やメンテナン
スのサイクルを考慮すると、三隻体制の
現在、すでにフリゲート艦部隊は６ヶ月以
上の遠隔地での作戦継続能力を有して
いない。二隻になれば作戦継続可能期
間はさらに短縮される。

防衛政策の枠組み
専守防衛・軍縮・
国連中心主義・非核

　新政権が着手したのは、直面する装
備計画の見直しだけではなかった。装

備の見直しが、政略的意図に基く一過
性のものではなく、長期的でかつ持続可
能であり、国民・納税者に対して安心を
与え、説明責任に答えるために、理念と
包括的な方針を示すことが求められて
いた。
　集中的な検討の結果、２０００年６月に公
表された「政府の防衛政策の枠組み」
は、「序文」で次のように、安全保障にお
ける軍事力の役割を相対化した。「防衛
は、ニュージーランドの外交・安全保障
政策の一つの側面である。防衛政策と
外交政策はニュージーランドの物理的、
経済的、社会的そして文化的健全さを
確保し、地域的・世界的責任を果たすた
め、緊密に連携しなければならない。政
府は、安全保障に対する包括的なアプ
ローチを継続する」。そして軍隊の一義
的目的を「ニュージーランドの領土と主
権を守り、オーストラリアとの条約上の義
務に答え、南太平洋における義務と責任
を充足すること」と定義した上で、
「ニュージーランドは外国からの直接的
脅威に直面しておらず、大規模な武力
紛争に巻き込まれる可能性は小さい」と
の現状認識を示した。さらに「序文」は、
次のように軍縮と国連中心の安全保障
への支持と積極的関与、そして非核政
策の継続を宣言した。「政府は、外交と
軍備管理・軍縮、地球環境問題への関
与、開発援助の提供、貿易及び文化交

流を通して包括的な安全保障を促進す
ることこそが、ニュージーランドが地域の
安定と世界の平和に貢献する最良の道
であると信じる。ニュージーランドは引き
つづき国際の平和と安定の維持のため
に国連憲章を遵守する。これらの姿勢を
担保するために、政府は非核政策の維
持と南太平洋の非核化の促進をはっきり
と公約する」。
　「防衛政策の枠組み」は、この基本的
理念にたって、「領土と排他的経済水域
の防衛」など５つの目標を設定し、軍備
見直しの基本的方向性を明らかにした。
（４～５ページ下段の資料参照）
　こうして、前政権の計画をキャンセル
することから始まった防衛政策の転換
は、独自の理念に基く創造的再編という
フェーズに入った。以下、現時点での再
編計画を軍種ごとに概観しよう。

空軍：地域パトロールと
陸軍部隊輸送へのシフト

　ジェット戦闘機の廃止によって空軍の
主要装備は６機のＰ-３Ｋ哨戒機と輸送機
（Ｃ１３０ハーキュリーズ及びボーイング７２７）と
なった。これらの航空機は、北島のオーク
ランド及びオハカエの二基地に配備さ
れているが、２００２年１２月、政府はオーク
ランド空軍基地の閉鎖を発表、近くオハ
カエに集約される。現在承認されている

は、冷戦後の要求には不十分である。し
たがって、新弾頭を含む新しい能力の
開発が必要であり、それには実験再開
が必要になる、という２点をあげている。
　同時に、ＮＰＲは、未臨界実験に核爆
発実験再開の準備態勢を向上させる演
習の役割を持たせることを勧告した。さ
らに、ＮＰＲは、核実験再開までに要する
準備期間を、現在の２～３年から相当短
縮する計画に着手することを勧告した。
　２００２年１１月の２００３会計年国防認可
法はＤＯＥ長官に対し、地下核実験の準
備期間を６ヶ月、１２ヶ月、１８ヶ月、２４ヶ月
に短縮するための計画を策定するよう命
じた。同法はまた、ＤＯＤとの協議を通じ
て、最適な準備期間を決定するよう長官
に求めた（本誌１７６号参照）。これを受け、
２００３年５月２０日、ＤＯＥは上院軍事委員
会に対し、１８ヶ月への準備期間の短縮
を勧告する報告書を提出した。報告書
は、１８ヶ月という期間が、目的の達成や

対費用効果の観点から見て最適な選択
であり、ブッシュ政権に「合理的なレベル
の柔軟性」を提供できると述べた。
　今回発表された「ユニコーン」は、これ

らの核爆発実験再開への準備期間短
縮に向けた動きを具体化するものと考え
られる。

��１ページ右下からつづく

国家核安全保障管理局（ＮＮＳＡ）
ネバダ実験場事務所ニュース

２００３年８月２２日

資料１
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計画は、Ｃ１３０の装備改良と、ボーイング
７２７の７５７への更新である。Ｐ-３Ｋは引き
続き維持される。しかし、導入された６０年
代に主任務とされていた「対潜哨戒」が
すでに時代のニーズには合致しないに
もかかわらず、内部の装備は音紋解析な
ど対潜水艦作戦のためにデザインされ
ているという問題を抱えており、今後は
装備面での改変が検討される。
　

海軍：多目的艦（/*����1����2�$$��：
ＭＲＶ）の新規導入

　２００５年の「カンタベリー」退役と入れ替
わりに海軍が導入を計画しているのが、
多目的艦（ＭＲＶ）である。調達費用には１
億ドルという上限が設定されている。最
大２５０名程度を運ぶことができるこの艦
船の用途は、国連ＰＫＯ等平和支援作戦
のための兵員輸送や災害時の救援活
動であるが、必要に応じて南太平洋に
おけるパトロールやプレゼンスを示すた
めの作戦にも活用される。
　ＭＲＶと同時に海軍に導入されるの
が、これまでフリゲート艦が行ってきた、
ニュージーランドの排他的経済水域（ＥＥ
Ｚ）、南太平洋及び南大洋における警戒・
監視活動を行うための遠洋巡視艦
（.��$-����0������2�$$�����ＯＰＶｓ）である。搭
載する武器は機関砲のみであり、フリ
ゲート艦がもっていた対潜水艦哨戒・攻

撃能力は持たない。

陸軍：部隊の再編成と
装備近代化

　空海軍の重要な戦力削減によって節
約された資源の投入先は陸軍である。
労働党政権は陸軍こそが、国際的舞台
での使い勝手がよい軍隊であり、労働
〔人員〕集約型なので雇用効果の面から
も、もっとも投資効果が高いと考えている。
　近い将来、陸軍は機動歩兵大隊２個、
適当な数の大隊規模の支援部隊（砲兵，
工兵、通信等）に６個連隊規模の予備役
が加えたものに再編成される。新規調達
が予定されている代表的装備としては、
軽装甲車両（ＬＡＶｓ）が上げられている。
この車両はまず既存の大隊に部分的に
導入されるが、フル装備で作戦可能とな
るのは２００５年である。また、通信用機器、
軽車両、直撃砲、対戦車兵器なども新規
調達予定である。しかし、現在の通信用
機器はベトナム戦争時代の老朽化した
代物であり、軽車両のライドローバーは
耐用年数を経過している上、東チモー
ルでの作戦でたびたび故障を起こした
ことを考慮すれば、新規調達といっても、
装備は事実上「現状維持」といってよい。
　一方、２０年近く米国との共同演習が
行われていない結果、陸軍は大隊レベ
ル以上の規模での多国的共同作戦を

遂行する能力を持っていない。

統合司令部と
生物化学防護部隊

　小さな国が三軍種ごとの司令部を持
つのは過剰投資であり非効率であると
の判断から、司令部は単一の統合司令
部に集約された（２００１年７月）。一方、「９．１１
事態」を受けて、２００２年１月には、ウェリン
トンに生物化学兵器に対処する部隊が
設置された。

まとめと日本への教訓

　このように、ニュージーランドの防衛政
策の転換は、「専守防衛・国連中心主
義・非核」を基本理念とした「不可逆的
な軍縮」として、現在進行中である。南太
平洋のニュージーランドと東北アジアの
日本の間に、地政学的、国際政治的・経
済的環境の相違を見出すことはたやす
い。しかし、あるべき国家安全保障の姿
を明示し、軍の役割りを相対化・限定し
た上で、具体的な装備や組織のあり方を
積み上げていくというアプローチは、冷
戦終結後、軍事への依存度をますます
深めつつある日本の安全保障政策への
対抗構想を考える上で、私たちに大きな
希望と示唆を与えてくれる。（田巻一彦）

国家核安全保障管理局
の科学者、未臨界実験
「ピアノ」を実施予定
　２００３年９月１８日、国家核安全保障管理
局のネバダ実験場オフィスは、ネバダ実験
場で「ピアノ」と名づけられた未臨界実験
を実施する。
　未臨界実験とは、高性能火薬の爆発に
よる強い衝撃を受けたときのプルトニウム
の挙動を調べるものである。未臨界実験
は、備蓄核兵器の安全性と信頼性を維持
するのに役立つ不可欠な科学的データと
技術的情報を生みだすものである。実験

は｢未臨界｣である。すなわち、臨界質量は
形成されないし、自己持続的な核分裂連
鎖反応は起こらない。したがって核爆発は
起こらない。
　ローレンス・リバモア国立研究所の未臨
界実験である「ピアノ」は、ラスベガスの北
西８５マイル（約１３７ｋｍ）に位置するネバダ
実験場のＵ１ａ施設において実施される。Ｕ
１ａ施設は、地下約９６０フィート（約２９０メート
ル）の立抗の底部に掘削された、実験用
の小さな空間のある水平トンネルからなる
地下実験室の安全な環境の中で、これら
の実験を行えるよう設計されている。
　ローレンス・リバモアの科学者たちが実
施した前回の未臨界実験は、２００２年６月７
日の「オーボエ９」であった。ロスアラモス
国立研究所の実施した前回の未臨界実
験は、２００２年９月２６日の「ロッコ」であった。
今日までに、１９回の未臨界実験がネバダ
実験場で実施されている。

国家核安全保障管理局（ＮＮＳＡ）
ネバダ実験場事務所ニュース

２００３年９月１６日

◆未臨界実験ピアノ
　２００３年９月１９日、ＮＮＳＡは、ネバダ核
実験場において、通算２０回目、ブッシュ
政権下では７回目となる未臨界実験「ピ
アノ」を実施した。ローレンス・リバモア国
立研究所による実験である（右の資料２参
照）。当初１８日に計画されていたこの実
験は、技術的な問題から１９日に延期さ
れた。
　ＮＮＳＡは、９月１６日の記者発表で、「未
臨界実験は、備蓄核兵器の安全性と信
頼性を維持するのに役立つ不可欠な科
学的データと技術的情報を生み出すも
のである」と従来と同様の説明をくり返し
た。
　共同通信の報道（９月１７日）によれば、
ＤＯＥ当局者は、この実験について「小型
核の研究や地下核実験準備期間の短
縮などブッシュ政権がみせる核兵器増
強の動きとは『一切関係ない』と強調し
た」という。

資料２

　一方、米国の包括的核実験禁止条約
（ＣＴＢＴ）拒絶の態度は変わっていない。
２００３年９月３－５日、ＣＴＢＴ発効促進会議

がウィーンで開催されたが、米国は欠席
した。（中村桂子）

●Ｍ

●Ｍ
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次の人たちがこの号の発行に参加･協力しました。
秋山祐子(ピースデポ)､中村桂子（ピースデポ）、李俊揆（ピースデポ）青柳絢子、大澤一枝、田巻一彦、津留佐和子、中村和子、
梅林宏道

ＡＮＺＡＳ＝オーストラリア・ニュージーラン
ド・米国の三国軍事同盟
ＡＰＥＣ＝アジア太平洋経済協力会議
ＡＲＦ＝アセアン地域フォーラム
ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約
ＤＯＤ＝米国防総省
ＤＯＥ＝米エネルギー省
ＥＥＺ＝排他的経済水域
ＬＡＶｓ＝軽装甲車両
ＮＮＳＡ＝国家核安全保障局
ＮＰＲ＝核態勢見直し
ＮＴＰＩ＝核兵器技術練度検査
ＮＴＳ＝ネバダ実験場
ＯＰＶｓ＝遠洋巡視艦
ＲＭＡ＝軍事における革命

今号の略語

ピースデポの会員
になって下さい。

会員には、『モニター』と『会報』が郵送さ
れるほか、情報の利用にあたって優遇さ
れます。（会員種別、会費、手続について
は、お問い合わせ下さい。）『核兵器・核
実験モニター』の購読のみも可能です。

宛名ラベルメッセージについて
・会員番号（６桁）：会員の方に付いています。
・「（定）」：会員以外の定期購読者の方。
・「今号で誌代切れ、継続願います。」「誌代
切れ、継続願います。」：入会または定期購
読（年６，０００円）の更新をお願いします。
・メッセージなし：贈呈いたしますが、入会を
歓迎します。

ピースデポ電子メールアドレス
事務局＜office@peacedepot.org＞
梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞
李俊揆＜lee@peacedepot.org＞

●９月８日　ＩＡＥＡ、「１９９１年以降、イラクに核兵器
開発の兆候は認められなかった」とする理事会向
け報告書を８日までにまとめる。ＡＰ通信。
●９月８日　朝鮮日報、北朝鮮が射程３－４千キロ
に及ぶ新型の長距離弾道ミサイルの開発を昨年
までに事実上終了し、実戦配備を準備と報道。
●９月１２日　ＩＡＥＡ定例理事会、イランに対し１０
月末までにＩＡＥＡへの全面協力を求めた決議案
を採択。
●９月１３日付　米海軍横須賀基地で巡航ミサイ
ルトマホークの積み下ろし作業が行われていたこ
とが明らかに。神奈川新聞。（本誌参照）
●９月９日　豪沖で、日米など１１カ国による国際合
同臨検演習「パシフィック・プロテクター」が始まる
（～１４日）。
●９月１２日　岡本行夫首相補佐官、イラク自衛隊
派遣に関連し、調査のため現地入り。バグダッドで
米軍が主導する連合軍暫定当局幹部と会談。
●９月１３日　今後のイラク統治をめぐる安保理常
任理事国緊急外相会談、イラク人へ早期に主権
移譲の原則で一致。
●９月１４日　政府のイラク調査団が出発。
● ９月１５日　対人地雷禁止条約（オタワ条約）第
５回締約国会議、バンコクで開催（～１９日）。
●９月１６日　米上院、小型核兵器の研究など核
開発関連予算の大幅削減を求めた野党民主党
の修正条項を反対多数で否決。
●９月１７日　外務省、米海軍太平洋艦隊第１哨戒

ＤＯＥ＝米エネルギー省／ＩＡＥＡ＝国際原子力機
関／ＮＰＴ＝核不拡散条約／ＭＥＵ＝海兵遠征部
隊

　これらのことから、ファイフはほとんど
すべての発射管をトマホーク用に当てら
れたトマホーク専用艦であったと考えら
れる。後継艦（カッシング）、もしくは同種艦
オブライエン、あるいは両方が、現在そ
の任を負っている可能性がある。

公正なミサイル軍縮の議論を

　横須賀がトマホークの貯蔵、積み込
み・積み降ろしの基地であることが鮮明
になり、かつ母港になっている６隻のトマ
ホーク艦の中には、トマホーク専用艦が
あることが明らかになったことは、国際的
にも大きな意味を持つ。
　朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の
ミサイル開発は中止されるべきである
が、ノドンとほぼ同じ射程を持つトマホー

クが大量に横須賀に貯蔵されているとき
に、一方的に北朝鮮のミサイルの脅威を
言うだけでは、公正な軍縮議論にならな
い。ノドンは弾道ミサイルであり、トマホー
クは巡航ミサイルであるという違いがあ
るが、予告時間なく急襲できる点に変わ
りはない。トマホークの方がはるかに、命
中精度が高い。日本は両方のミサイル
撤去を求めるべきである。
　市民にとっては、攻撃対象となりうる基
地の危険性に関して、いっそう真剣に考
える必要が出てきたと思う。
　ペルシャ湾で戦争するためのミサイ
ル基地をなぜ横須賀におく必要がある
のかという、基地の政治的な意味を改め
て問い直さざるを得ない。
　原資料のいくつかを画像データとして
ピースデポのウェブに載せているので
参照していただきたい。（梅林宏道）

��３ページからつづく

書籍
案内

『英語で読む広島・
長崎文献』
中村朋子著
中国新聞社事業出版センター発行
定価：２，０００円＋税
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　著者が２０年かけて蒐集した英語で書か
れた広島と長崎の原爆投下に関する文献
資料４４６冊と日本人原著の英訳された原
爆文献２８３冊のデーターベース。日本語と
英語の解説を付けて紹介している。英文文
献リストとして他にはない貴重なものです。

注文はhttp://homepage2.nifty.com/
tomokonet/  からか、または、「こねっと・
はこにわ」（tel/fax:082-263-2621）へ。

●Ｍ

沖縄
●９月１２日　那覇地裁で金武町女性暴行致傷米
兵の判決公判。懲役３年６ヶ月の実刑。
●９月１２日　沼田沖縄大使、嘉手納の医療搬送
中隊新設および烏山基地のＵ２一時移駐につい
て「基地機能強化ではない」。
●９月１２日　普天間爆音訴訟で、司令官への訴
状が未送達の問題で、那覇地裁が「執行官送達」
を試みるも、米軍が立ち入り拒否と明らかに。
●９月１４日　嘉手納基地、太平洋空軍特別チー
ムによる監査のための準備訓練実施（～１８日）。

●９月１４日　滑走路改修工事に伴い、烏山基地
所属のＵ２偵察機４機と兵員１５０人が嘉手納に一
時移駐。１５日、Ｆ１６戦闘機８機が飛来。
●９月１５日　米比合同軍事演習「ＡＲＧＥＸ（水陸
両用戦隊演習）０３」がマニラ周辺で始まる。在沖
海兵隊３１ＭＥＵの約１５００人が参加。
●９月１６日　稲嶺知事、アロヨ比大統領と会談。
在沖米軍削減への理解求める。大統領からは訓
練移転についての具体的言及はなし。
●９月１６日　比謝川行政事務組合（北谷町、嘉手
納町、読谷村）、緊急時に消防車などの嘉手納基
地内の通行を可能とする協定を同基地と締結。
●９月１７日　烏山基地から嘉手納基地に一時移
転のＵ２偵察機４機とＦ１６戦闘機６機、嘉手納基地
での訓練を開始。

偵察航空団司令部の上瀬谷通信施設（横浜）か
ら三沢基地への移転を三沢市に通知。
●９月１９日　ＤＯＥ、ネバダ州地下核実験場で未
臨界実験「ピアノ」を実施。（本誌参照）
●９月１９日　ＩＡＥＡ年次総会、北朝鮮にＮＰＴへの
復帰を促す決議を採択。


